
全ての区民がお互いの人権を尊重し、性別、年齢、国籍、価値観、生き方など様々な違いを認め合い、自分らし
く生きることができる社会を実現しています。

多様性を認め合う社会の実現に向けた区の取り組みを客観的に示す指標であるため

◆4年度の指標値は前年度から3.1ポイント増加したものの、目標値からは大きく乖離しているため、引
き続き人権尊重の理念に対する理解を深める啓発を推進していく必要がある。

◆社会状況に応じた人権課題について、人権学習講座を開催している。また、人権週間行事（講演
会等）、人権啓発パネル展及び北朝鮮当局による拉致問題パネル展等を実施し、人権啓発に努めて
いる。

人権学習事業、人権推進事業

◆世界経済フォーラムが毎年公表する、世界各国における男女間の格差を測る「ジェンダー・ギャップ指数」の日本の順
位は下位にあり、特に政治分野及び経済分野において男女間の格差が大きい状況にある。
◆東京都では、「東京都人権施策推進指針」（平成12年策定、平成27年改定）及び「東京都オリンピック憲章にうたわれ
る人権尊重の理念の実現を目指す条例」（平成31年施行、令和4年一部改正）に基づき施策を総合的に推進している。
◆令和4年に内閣府が実施した「人権擁護に関する世論調査」では、「日本における人権問題で関心のあること」につい
ての回答は「インターネット上の誹謗中傷などの人権侵害」が最も多い結果となった。

◆固定的役割分担意識の払拭に向けて、啓発紙の発行を含むあらゆる媒体を利用した啓発事業の
実施や、区民や企業を対象とした学習事業を実施している。

男女共同参画啓発事業、男女共同参画学習事業、男女共同参画審議会運営事業

◆仕事と家庭の両立支援や男女がともに働きやすい職場づくりなど、ワーク・ライフ・バランスを推進す
るため、区民と事業所等に対して情報提供や学習講座を実施し、啓発を進めている。

ワーク・ライフ・バランス推進啓発事業

◆暴力を容認しない意識形成の啓発のため、5年度はパネル展を拡充して商業施設で開催する他、
あらゆる媒体を活用した啓発に取り組んでいる。また、配偶者等からの暴力の被害者等に対する相談
事業を実施している。

男女共同参画相談事業
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年齢、性別、国籍、障害の有無、価値観、生き方などによるあらゆる偏見や差別をなくし、多様性を認め合い、全
ての人が尊重されるダイバーシティ社会を実現するため、地域、団体・企業が行う人権推進の取り組みに対し、支
援をしていきます。また、LGBT など性的少数者や外国人等が対象となる新たな人権課題に対し、人権相談を通
じて救済につなげるとともに、講座・キャンペーン、職員の意識改革などの人権啓発を着実かつ継続的に実施し
ます。さらに、人権意識をライフステージの早期から醸成するため、学校教育とも連携しながら小中学校における
多様性を認め合う教育を進めます。

（代表指標に記載）

（代表指標に記載）

◆人権学習講座の一部について、事前撮影した動画を区公式YouTubeチャンネルで配信する方式とし、時間や場所を
選ばず誰もが気軽に受講（視聴）できる機会を提供している。引き続きICTを活用した取り組みを着実に進めていく。
◆人権週間行事では、講演会のほか、中学生による人権作文の発表や小学生による人権メッセージの発表を実施し、こ
どもたちの人権啓発の取り組みを紹介している。
◆人権週間（12月4日～10日）と北朝鮮人権侵害問題啓発週間（12月10日～16日）を通して「人権啓発」及び「拉致問
題」パネル展を同時開催し、多くの区民の目に触れるよう工夫したが、啓発方法については更なる工夫が必要である。
◆ＬＧＢＴ等当事者の暮らしやすい環境づくりにつなげるため、江東区版パートナーシップ制度の導入を検討する。

性別による固定的役割分担意識が解消され、性別にかかわらず全ての区民があらゆる分野で活躍するとともに、
家庭、個人の生活を充実していけるよう、最先端のICT 技術を活用し、啓発活動や支援を行います。

女性が意志決定過程に参画し、男女が均等に個性と能力を十分に発揮できているか示す指標である
ため

◆4年度は女性の参画率が31.3％と、3年度の30.0％と比べ1.3ポイント増加した。今後も関係機関へ
女性参画を促す働きかけを行い、委員公募の際にも男女比に留意するなどの改善に努める。

◆各審議会等において、委員の要件緩和を推進したことにより、女性の参画率がわずかに向上しているが、目標値まで
引き上げるには、なお一層の女性の参画が必要である。引き続き男女共同参画の推進を周知啓発し、目標値に近づくよ
う、審議会等を所管する部署へ働きかけを行う。
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性別・年齢にかかわらず誰もが意欲・能力・状況に応じたワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を図ること
ができるよう、区民と事業所等に対し情報提供や学習講座を開催し啓発を進めていきます。

ワーク・ライフ・バランスが実現が図られているかを客観的に示す指標であるため

◆元年度以降、働き方改革関連法が順次施行されたことにより、仕事と生活の調和に対する意識が
高まっているものの、目標値からは大きく下回っている。ワーク・ライフ・バランスの推進に向け、引き続
き個人、事業者双方を対象に、講座等を通じ、固定的性別役割分担意識の払拭を図る必要がある。

◆４年度は、中小企業情報誌を送付する際、「講座募集チラシ」を同封した。
◆４年度は、企業向けに4つの学習講座（職場のメンタルヘルス対策とコミュニケーション、男性にも知ってほしい！女性
の健康とキャリアの関係、男性育休のメリットと職場の風土づくり、相手目線で考える！ＬＧＢＴ等研修）を実施した。
◆ワーク・ライフ・バランスの中でも、特に、男性が育児や家事に主体的に関わることへの理解、企業の取り組みに課題が
あることから、学習講座や広報紙等を通じた情報提供、啓発を強化していく。

DV を防止するため、インターネット等あらゆる媒体の活用により、暴力を容認しない意識形成の啓発に取り組んでいき
ます。また、配偶者等からの暴力の被害者保護のため、被害者等に対する相談支援事業を実施します。

相談窓口啓発の成果を客観的に示す指標であるため

◆わずかに増加傾向にあるが、依然として目標値から大きく乖離している現状である。引き続き関係
機関にポスター掲出や周知用カードの設置依頼、パネル展の開催等の周知啓発を行い、多くの区民
が知っている窓口となるよう努める。

◆福祉事務所の婦人相談員や警察署等との連携強化により、きめ細かな相談体制が整備されつつあるものの、未だ周り
に相談できずＤＶ被害を受け続け深刻化している対象者がいる。このような潜在的な被害者が一人で抱え込まず誰かに
相談できるよう、引き続き相談窓口の周知率を高める取り組みを継続するとともに、ＤＶ被害を容認しない意識啓発に取り
組む必要がある。
◆4年度は、相談窓口の周知のため、新たに作成した相談窓口周知用ポスターを、区内各駅や関係機関、広報板に掲
示した他、商業施設や金融機関等に掲示依頼を行った。ＤＶ防止の啓発として、パネル展の開催や区報１面へ掲載、区
の観光キャラクターを用いたシンボルキャラクターの作成など、啓発事業の拡充を図った。
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◆指標については、計画策定時の現状値から低下している。
◆施策が目指す江東区の姿の実現及び指標の向上に向け、下記について着実に取り組む必要があ
る。

◆ＬＧＢＴ等当事者の暮らしやすい環境づくりにつなげるため、江東区版パートナーシップ制度の導
入を検討を進める。

◆こどもに対する人権教育については教育委員会等関係部署と連携を強化するとともに、学習成果
の発表の場など、こどもが主体となって参画できる機会を増やし、早期から多様性を認め合う教育を
進める。

◆男女共同参画推進に向け、各審議会・委員構成の見直しや多様な人材確保に努めるなど、指標
の目標値早期達成に向けた取り組みを継続する。

◆ワーク・ライフ・バランスの推進に向け、学習講座で学んだ知識の共有及び実践の場を設けるな
ど、地域社会に貢献できる人材づくりを進める。あわせて、男性が育児・家事に主体的になって参画
する気運を醸成する取り組みを具体的に推進する。

◆DVへの対応については、警察等関係機関との緊密な連携を図るだけでなく、DV被害者となりやす
い層への多角的な情報発信や的確なアプローチを行うなど、引き続ききめ細かな相談体制の構築を
進める。また、周知率を高める取り組みを継続するとともに、多様な媒体を活用したDV被害を容認しな
い意識啓発に取り組む。

◆全指標の数値がわずかではあるが上昇傾向にあるものの、目標値と大きく乖離している指標がある
ため、区の取り組みについて更なる改善が必要である。

◆一部の取り組みにICTを活用しているものの、指標値の大幅な増加にはつながっていない。ICTの
活用を推進するなど、より一層取り組みの充実を図っていく。
◆「第7次江東区男女共同参画行動計画」に基づき、多様性を認め合う社会の実現を目指し、積極的
な取り組みを進めていく。

（令和３年度外部評価実施済施策）
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